
金山まちづくりセンター使用料金早見表 
 

大集会室（ホール） 
         

研修室・２階和室・２階小研修室 

（８６０円/Hr）                                            （３３０円/Hr） 

利用時間 利用料金 冷暖房料 合計金額  利用時間 利用料金 冷暖房料 合計金額 

１ 時間 ８６０円 １５０円 １，０１０円 １ 時間 ３３０円 １００円 ４３０円 

２ 時間 １，７２０ ３００円 ２，０２０円 ２ 時間 ６６０円 ２００円 ８６０円 

３ 時間 ２，５８０ ４５０円 ３，０３０円 ３ 時間 ９９０円 ３００円 １，２９０円 

４ 時間 ３，４４０ ６００円 ４，０４０円 ４ 時間 １，３２０円 ４００円 １，７２０円 

５ 時間 ４，３００ ７５０円 ５，０５０円 ５ 時間 １，６５０円 ５００円 ２，１５０円 

６ 時間 ５，１６０ ９００円 ６，０６０円 ６ 時間 １，９８０円 ６００円 ２，５８０円 

７ 時間 ６，０２０ １，０５０円 ７，０７０円 ７ 時間 ２，３１０円 ７００円 ３，０１０円 

８ 時間 ６，８８０ １，２００円 ８，０８０円 ８ 時間 ２，６４０円 ８００円 ３，４４０円 

９ 時間 ７，７４０ １，３５０円 ９，０９０円 ９ 時間 ２，９７０円 ９００円 ３，８７０円 

10 時間 ８，６００ １，５００円 １０，１００円 10 時間 ３，３００円 １，０００円 ４，３００円 

11 時間 ９，４６０ １，６５０円 １１，１１０円 11 時間 ３，６３０円 １，１００円 ４，７３０円 

12 時間 １０，３２０ １，８００円 １２，１２０円 12 時間 ３，９６０円 １，２００円 ５，１６０円 

 

調 理 室 
（５２０円 Hr）     施設の利用時間 午前９時から午後１０時まで 

            

               ※令和元年 10 月 1 日より、消費税率変更に伴い利用料金改定 

 

     【丸森町まちづくりセンター管理規則（抜粋）】 

 

（利用料金の免除） 

 第 6 条 条例第 9 条の規定により利用料金を免除する場合及び 

その割合は次のとおりとする。 

（１）社会教育関係団体がその本来の活動のため利用する場合 10 割  

（２）町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10 割    

（３）町立学校行事のため利用する場合 10 割 

（４）町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は 

   活動のため利用する場合 10 割 

（５）国、地方公共団体又は公共的団体が主催して利用する場合 

   （収益を目的とする場合を除く。） 10 割 

（６）地域づくり又は地域コミュニティのために活動する団体が利用する     

   場合（収益を目的とする場合を除く。） 10 割 

（７）前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 

   1 割から 10 割 

                            ※ 利用料金の詳細については利用者とまちづくりセンターで協議する。 

摘要 

１．利用者が町外居住の場合は、利用料金の２倍の金額とする。 

２．利用者が小中学生の場合は利用料金の半額とする。 

３．利用者が特別に電気、ガス、特設器具等を利用した場合はその実費相当額を基準としてその都度定める額を徴収する。 

４．利用時間外に利用した場合は、利用料金の３０％の金額を加算した金額とする。 

５．利用料金に１０円未満の端数が生じた場合は、１０円単位に切り上げる。 

利用時間 利用料金 冷暖房料 合計金額 

１ 時間 ５２０円 １００円 ６２０円 

２ 時間 １，０４０円 ２００円 １，２４０円 

３ 時間 １，５６０円 ３００円 １，８６０円 

４ 時間 ２，０８０円 ４００円 ２，４８０円 

５ 時間 ２，６００円 ５００円 ３，１００円 

６ 時間 ３，１２０円 ６００円 ３，７２０円 

７ 時間 ３，６４０円 ７００円 ４，３４０円 

８ 時間 ４，１６０円 ８００円 ４，９６０円 

９ 時間 ４，６８０円 ９００円 ５，５８０円 

10 時間 ５，２００円 １，０００円 ６，２００円 

11 時間 ５，７２０円 １，１００円 ６，８２０円 

12 時間 ６，２４０円 １，２００円 ７，４４０円 


